
 

 

青森県公共事業再評価等実施細目 

 

                             平成１４年 ４ 月１７日 

                          改正  平成１５年 ３ 月 ７ 日 

                          改正  平成１６年 ４ 月 １ 日 

                          改正  平成１７年 ２ 月 ２ 日 

                          改正  平成２０年 ２ 月２８日 

                          改正  平成２２年 ４ 月 １ 日 

改正 平成２３年 ４ 月 １ 日 

                            

 

（趣旨） 

第１  この細目は、青森県公共事業再評価実施要綱（平成１０年１０月１９日制定。以下「再

評価要綱」という。）及び青森県公共事業事後評価実施要綱（平成２２年４月１日制定。以

下「事後評価要綱」という。）により、公共事業の再評価及び事後評価を行うに当たり、円

滑な事務の推進を図るため、企画政策部長及び公共事業を所管する部局の長（以下「公共

事業所管部長」という。）の具体的な所掌事務を定めるものである。 

 

（企画政策部長の所掌事務） 

第２  企画政策部長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）第３第１項第１号ア及びイ並びに第２号ア及びイの資料を青森県公共事業再評価等審

議委員会（以下「委員会」という。）に提出すること 

（２）委員会の委員及び公共事業所管部長と協議し、委員会又は部会の会議の開催時期を調

整すること 

（３）委員会の会議の議事録を作成すること 

（４）青森県公共事業再評価等審議委員会運営要領第２第４項第２号の規定により意見を聴

取し、又は現況を調査する事業について、当該事業を所管する部局と協議して、所要の

準備を行うこと 

（５）青森県公共事業再評価等審議委員会設置要綱第２第１号及び第３号の規定による意見

（以下「委員会の意見」という。）を公共事業所管部長に送付すること 

（６）第３第１項第１号エの規定により公共事業所管部長から報告を受けた対応方針及び事

後評価の結果について、当該年度実施分をとりまとめて公表すること 

 

（公共事業所管部長の所掌事務） 

第３  公共事業所管部長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 



 

 

（１）公共事業再評価に関する事務 

ア 再評価要綱第３の規定により当該年度において再評価を実施する事業について、そ

の一覧表（様式１）並びに各事業の評価結果及び対応方針に係る調書（様式２）を作

成すること 

イ 公共事業を所管する各省各庁の定めるところにより、再評価を実施すべき年度に達

する前に、再評価の必要性についての検討を行う事業について、その一覧表（様式３）

を作成すること 

ウ 県以外の事業実施主体が再評価を行う事業について、当該事業の実施主体から依頼

があったとき、再評価要綱第６第２項の規定による委員会に意見を求める事業を決定

すること 

エ 企画政策部長から委員会の意見が送付されたとき、対応方針を決定し、企画政策部

長に報告すること 

（２）公共事業事後評価に関する事務 

ア 事後評価要綱第３の規定により当該年度において事後評価を実施する事業について、

各事業の評価結果に係る調書（様式４）を作成すること 

イ 事後評価要綱第３第１号の事業の選定のための資料として、完了事業一覧（様式５）

及び選定候補一覧（様式６）を作成すること 

２ 様式４の作成に当たっては、様式７に基づくアンケート調査票により、事前にアンケー

ト調査を実施するものとする。 

３ 様式６の作成に当たっては、次の基準に基づき選定候補を選定するものとする。 

（１）再評価時に附帯意見が付された事業については、すべて選定する。 

（２）次のいずれかに該当する事業（第１号の事業を除く。）の中から、事業担当課ごとに２

事業（該当する事業が１事業しかない場合は１事業）を選定する。なお、該当する事業

が３事業以上ある場合は、事後評価結果の同種事業への反映が期待できる等、事後評価

の必要性が高いと認められる事業を優先して選定する。 

ア 再評価を実施した事業 

イ 当初計画と実績との差が大きい事業（事業工期：５年以上、事業費：30％以上） 

ウ その他、事後評価が必要と判断する事業 

 （例）・事業費が大きく、同種の事業のモデルとなるような事業 

    ・環境への影響が大きいと考えられる事業 

    ・想定した事業効果と実際の事業効果に大きな差が生じていると考えられる事業 

 

（その他） 

第４  この細目に定めのない事項については、企画政策部長及び関係部局長が協議して決定

する。 



 

 

 

 

     附 則 

この細目は、平成１４年 ４ 月１７日から施行する。 

     附 則 

この細目は、平成１５年 ３ 月 ７ 日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成１６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成１７年 ２ 月 ２ 日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成２０年 ２ 月２８日から施行する。 

   附 則 

この細目は、平成２２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 



様式１（第３関係）

番号 事業担当課 事　　業　　名 地 区 名 等 実施場所
全体事業費
（千円）

再評価
理　由

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

※　県以外が実施主体である事業については、番号に○を付すること。

予定工期

　　平成　　年度　公共事業再評価対象事業一覧

※　再評価理由の例：未着工５年／継続１０年／再評価後５年／社会経済情勢の急激な変化等  など



様式２（第３関係）

－ －

（ （ （ )

( )

○ ○ ○ ○国 ％○県 ％○市町村 ％○その他 ％

( )

( 年 月 〈当初計画時

工事着手用地着手平成

工期変更

空m3 空m3

年度 ／

基

㎞

ha

平成 年度〉)

増    減再評価時

その他

県単独

○県事業主体

地区名等

財源・負担区分交付金

平成 年度

公共事業再評価調書

再評価実施要件

平成

主な内容

整理番号

担当部課名
電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

０１７

○

年度

１１１１　　　　事業概要事業概要事業概要事業概要

事 業 名

事業種別

終了予定年度

国庫補助

採択年度 年度

平成

平成

（１／３）

Ｈ23－□

再評価後

市町村 ○

その他

0 ｍ

当初計画時

年）

○

○長期継続

市町村名

＠pref.aomori.lg.jp

○年）未着工 ○

事業目的

事業方法

基

㎞

ha

空m3

ｍ

0

0

0

0

基

㎞

ha

（事業量や総事業費の増減に係る説明等を記載）

ｍ

区                 分

百万円

①　

( ) ( ) ( ) ( ) ②( ) ( ) ( )

③　 ⑤　

( ) ( ) ( ) ( ) ④( ) ( ) ⑥( )

・ ・

％ ％

（ ％） （ ％）

％ ％

％ ％

％ ％

（うち用地費）

実　　　績

（単位：百万円）○当初計画時総事業費

２１年度 ２４年度～～２０年度 合　　計小　計２３年度

0

0

00

0

年次計画に対する進捗

主要工種
毎割合

（事業費）

　　　　（　　　　百万円）

　　　　（　　　　百万円）

　　　　（　　　　百万円）

２２２２　　　　評価指標及評価指標及評価指標及評価指標及びびびび項目別評価項目別評価項目別評価項目別評価

事 業 費

事業の進捗状況

説    明

事業効果
発現状況

問題点・
解決見込み

［③／①］

0

［④／⑥］

Ａ Ｂ Ｃ

〈　年　月変更〉

［④／②］

0

［③／⑤］事　業　費　割　合

計画全体に対する進捗

　

0

計　　　画

（うち用地費）

（１）　事業の進捗状況

２２年度

（うち用地費）



・ ・

【全国の評価】

地 元 の
推進体制等

（事業の円滑な実施が見込まれる事業環境が整っているかどうか）
（《内容例》　地域住民の理解度・合意形成の状況／受益者の同意状況（同意率）／地権者の同意状況／協力組織等地元の
　　　　　　　事業推進体制の状況と同組織の活動状況／地元との協議進捗状況／地域の要望／市町村の支援や体制の状況／
　　　　　　　計画の熟度／達成見込み（事業実施に対する障害の有無）等）

Ａ Ｂ

（通常のＢ／Ｃでは算定されない効果がある場合、又はＢ／Ｃが算定されない事業の効果がある場合に記入）

整理番号

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

当地区にお
ける評価

（関連事業の有無・内容、ライフライン関連事業等）

a  ． b 

必 要 性

a  ． b 

（２／３）

（県実施の妥当性、適地性、規模・内容の妥当性）

（２）　社会経済情勢の変化

a  ． b 

適 時 性

Ｃ

【県内の評価】

Ｈ23－□

・ ・

0

総 便 益 -           百万円 -           百万円 0

（５）

（３） 百万円

（４）

百万円

0

（１）

（２） 百万円

百万円

百万円

0

0

総 費 用 -           

（３） 百万円

百万円

（４）

（２） 百万円

0百万円 -           

0

百万円

百万円

百万円

百万円

0

百万円

百万円 0

百万円

百万円

区  分 主  な  項  目 当初計画時 再評価時

費用項目
（Ｃ）

（１）

（５）

百万円

便益項目
（Ｂ）

百万円

a  ． b 

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

Ｂ ／ Ｃ

効 率 性

Ａ（３）　費用対効果分析の要因変化

増　　減

0

百万円

0

0

百万円

（通常のＢ／Ｃでは算定されない効果がある場合、又はＢ／Ｃが算定されない事業の効果がある場合に記入）
（その他事業手法の適切性等を記入）

計画時との比較

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

Ｃ

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

Ｂ

百万円

百万円

百万円

【計画時との比較における要因変化】

a  ． b



・ ・

・ ・

（１）対応状況 ○配慮している ○配慮していない

（２）区　分

○ 農林地等の緑地や植生の改変 ○ 地形や地盤の改変 ○ 水系や水辺の変更

○ 海域環境の変更 ○ 敷地整備段階での重機の使用 ○ 土砂等の搬出・搬入

○ 廃棄物処理等 ○ ○ 基礎や地下建造物の建設

○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

道路(車歩道),雨水排水路の設置

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点

（代替案採用の可能性について、検討した事業手法、工法等の内容及びその結果をできるだけ具体的に説
明する。）

Ｂ

Ｈ23－□

Ｃ

a  ． b 

Ａ Ｂ Ｃ

【住民ニーズ・意見】

（コスト縮減対策の検討内容をできるだけ具体的に説明する。）

a  ． b 

整理番号

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況 Ａ

環境影響

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

（３／３）

代 替 案

【代替案の検討状況】

【コスト縮減の検討状況】
　

コスト縮減

a  ． b 

a  ． b 

○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

○ 高架構造物の建設 ○ 海底・海中建造物の設置や建設

（３）特に配慮する対応内容

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）計画変更 ○ 中止 ○

○○

○

○

（附帯意見がある場合に記載）

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）

○継続 計画変更

継続

対応方針（案）どおり ○

評価理由

委員会評価

附帯意見

３３３３　　　　対応方針対応方針対応方針対応方針（（（（事業実施主体案事業実施主体案事業実施主体案事業実施主体案））））

地域の立地特性

備    考

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

○

○ 中止

委員会意見

評価理由

総合評価

４４４４　　　　公共事業再評価等審議委員会意見公共事業再評価等審議委員会意見公共事業再評価等審議委員会意見公共事業再評価等審議委員会意見

対応方針（案）を修正すべき

環境影響
への配慮

（条件不利地域の状況等について記載する：過疎地域、振興山村区域、半島振興対策地域、特別豪雪地域）
（その他立地特性に関する特記事項）

a  ． b 

評価理由



様式３（第３関係）

番号 事業担当課 事　　業　　名 地 区 名 等 実施場所 検討事由 総合判断

※１　「検討事由」欄には、社会経済情勢の著しい変化等、再評価を実施すべき年度に達する前に再評価の必要性を検討する理由を記載すること。

　３　「総合判断」欄には、「再評価の必要性の判断」欄に記載した複数の判断を踏まえ、最終的な再評価の必要性を記載すること。

　２　「再評価の必要性の判断」欄については、上から順に必要性の判断に用いる指標、現状値、再評価を実施すべきと判断する基準、当該指標に係る再評価の必要性
　　の有無を記載すること。

平成　　年度　公共事業再評価の必要性検討事業一覧

再 評 価 の 必 要 性 の 判 断


